
秋田市商工業振興条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月17日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市条例第20号

秋田市商工業振興条例の一部を改正する条例

秋田市商工業振興条例（昭和42年秋田市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。

第４条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第７号までを

１号ずつ繰り上げる。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の秋田市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に

操業を開始する事業を行う者について適用し、同日前に操業を開始した

事業を行う者については、なお従前の例による。


